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人材開発支援助成金について

従業員の職業能力の向上を支援するための助成金です。
事業主が労働者に対して計画に沿った訓練（研修）を実施した場合に、訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

人材開発支援助成金とは？

（活用のイメージ）

株式会社A（介護事業）

有料老人ホームや通所介護（デイサービス）、訪問介護（ホームヘルプサービス）など幅広い
事業を展開している会社。人材不足のため、将来的には正社員として働いてもらうことを視野に、
介護未経験者２名を有期労働契約で採用し、介護職員初任者研修を受けさせた。

助成額所要経費

人材育成支援コース（人材育成訓練）の例

介護職員初任者研修（２名分）176,000円
OFF-JTの時間数（91時間）の賃金（２名分）
182,000円（※時給1,000円と仮定）

経費助成 176,000×60％＝105,600円
賃金助成 760円×91時間×２名＝138,320円

※ 非正規雇用を維持した場合

すべてのコースで、研修がOFFｰJTで実施さ
れる場合は、10時間以上の訓練時間が必要

所要経費 358,000円 助成金総額 243,900円（100円未満切捨て）
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主なコースの内容

10時間以上のOFF-JT（正規・非正規を問わない）

事前に訓練内容について認定を受けた、OFF-JTと
OJTを組み合わせた訓練（正規・非正規を問わない）

高度デジタル人材の育成や大学院での訓練

ＩＴ分野未経験者の即戦力化のためのOFF-JTとOJT
を組み合わせた訓練（正規・非正規を問わない）

サブスク型研修サービスを利用した訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業
主への助成
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短
時間勤務等制度を導入する事業主への助成

人材育成訓練

認定実習併用職業訓練

人への投資
促進コース

高度デジタル人材訓練／
成長分野等人材訓練
情報技術分野認定実習

併用職業訓練

定額制訓練

自発的職業能力開発訓練

長期教育訓練休暇等制度

詳細は各種リーフレットをご参照ください。

有期実習型訓練 非正規雇用労働者を対象とする、非正規社員を正社
員化するためのOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

事業展開等リスキリング支援コース 事業展開、DX化、グリーン・カーボンニュートラル化に必
要な知識・経験を得るための訓練を行う事業主への助成

このほか、労働者が自発的に訓練を受けられるよう、３年間に５日以上の教育訓練休暇を導入した事業主を対象と
する「教育訓練休暇等付与コース」もあります。

2022.12
新設
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人材育成
支援コース

2023.4
新設

2022.4
新設



具体的な助成内容

※賃金助成は受講者１人１時間あたりの金額
※１事業所あたりの上限額、受講者１人あたりの限度額、限度日数／時間、受講回数等の制限あり
※賃金加算要件を満たした場合に追加支給を受けられる訓練あり（別途、支給申請が必要）

詳細は各種リーフレットをご参照ください。
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中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

正規雇用:45% 正規雇用:30%

認定実習併用職業訓練 45% 30% 760円 380円 20万円 11万円

高度デジタル人材訓練 75% 60% 960円 480円

成長分野等人材訓練

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

60% 45% 760円 380円 20万円 11万円

定額制訓練 60% 45%

自発的職業能力開発訓練

長期教育訓練休暇等制度

75% 60% 960円 480円

9万円

事業展開等リスキリング支援コース

人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー

ス

教育訓練休暇等付与コース

ー

ー

正社員化：70％

75%
国内大学院の場合

960円

ー

ー

制度導入助成
30万円

45%

制度導入助成
20万円

人
材
育
成
支
援

コ
ー

ス

有期実習型訓練

6000円/日

ー

ー

ー ー

訓練メニュー

ー ー

賃金助成 OJT助成

非正規維持:60%

正社員化:70%

760円 380円人材育成訓練 ー

経費助成

非正規維持:60％
760円 380円 10万円



具体的な活用事例① 人材育成支援コース（人材育成訓練）【正規労働者】

測量専門学校（１年コース） 900,000円
Off-JTの時間数（1,025時間）の賃金
1,230,000円（時給1,200円と仮定）

所要経費 2,130,000円

経費助成 900,000×１名×45%＝405,000円
賃金助成 760円×1025時間＝779,000円

株式会社B（中小企業）

所要経費 助成額

若手職員の資格取得・スキルアップに活用！

測量会社で仕事を行うためには測量士の資格が不可欠であるため、若手社員に測量士の資格を
取得させるため、業務命令で測量の専門学校へ１年間入校させ、資格を取得させている。その間
の所要経費の一部に、本助成金を活用している。

これにより、未経験者の採用も可能となり、以前より若年者の採用がしやすくなった。

人材育成支援コースの主な特徴
●人材育成訓練

・正規・非正規を問わず、雇用保険の一般被保険者であれば対象
・対象労働者が正規・非正規により経費助成率が異なる

●認定実習併用職業訓練
・正規、非正規を問わず、雇用保険の一般被保険者であれば対象
・OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練(事前に訓練内容について大臣認定が必要)

●有期実習型訓練
・非正規労働者を対象するOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

助成金総額 1,184,000円
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具体的な活用事例② 人への投資促進コース（定額制訓練）
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具体的な活用事例③ 人への投資促進コース（定額制訓練）

営業職テクニカルスキル（業務遂行能力）
サブスク型研修（100名まで4.4万円／月）
費用 44,000×12ヶ月＝528,000円

所要経費 528,000円

528,000×60％＝316,800

助成金総額 316,800円

従業員から、集合型の研修は移動の負担が大きく、職員によっても繁忙期が異なるため、自
分の自由な時間に研修を受講させてほしいという要望があった。

それを踏まえ、入社５年目以降の営業社員30名に業務遂行上の一般知識、PCスキル、ITスキ
ルなどが受け放題のサブスク型研修を１年間を通じて業務時間の合間に取り入れることとした。

●R４年４月以降に契約したサービスであれば、既に契約しているサービスでも活用が可能。

生命保険会社C（中小企業）

助成額所要経費

●助成対象となるのは、多様な訓練の選択・実施を可能とするサブスク型研修サービスでの訓練。

すきま時間に研修が受講可能に！

人への投資コース（定額制訓練）の主な特徴

●賃金助成はなし。
●R４年12月からは経費助成率が15％アップし、中小企業60％、大企業45％に。
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具体的な活用事例④ 人への投資促進コース（定額制訓練）

プログラミング等受け放題講座
（50名まで3.5万円／月）

契約期間：R4年7月1日～Ｒ5年6月30日
（全契約日数365日）

所要経費 420,000円（3.5万×12月）

助成対象期間 R4年12月３日～R5年6月30日
（助成対象期間日数210日）

経費助成 420,000円× ×60％≒144986円

助成金総額 144,900円（100円未満切捨て）

今年度の新入社員35名に新入社員教育訓練の一環として、7月より1年間、eラーニングでプログ
ラミングやITパスポートなどの研修を１日２時間（労働時間内）で受けさせることとした。

契約当初はこの助成金のことを知らなかったが、労働局のHPを見て、既に研修がスタートして
いる研修でもこのサービスを活用できると知り、11月３日に計画届を提出した。

●Ｒ4年4月以降に契約しているサービスでも利用が可能だが、助成期間は計画届を提出した後。

情報通信会社D（中小企業）

助成額所要経費

利用に当たってのポイント

既に契約済のサブスク型研修の助成額の例

●契約済の助成期間は、計画届を提出した日から起算して1ヵ月後を契約期間の初日とみなし、契約
期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。助成額は、助成対象期間の日数を全契約日
数で除して算出した割合を乗じた上で、該当する助成率を乗じて算出します。

210

365
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具体的な活用事例⑤ 人への投資促進コース（自発的職業能力開発訓練）

ケアマネージャー養成講座
（200,000円 ※事業主負担 200,000円）

所要経費 200,000円

経費助成 200,000×45%＝90,000円

助成金総額 90,000円

従業員から、資格取得やスキルアップのために休日や業務外の時間を利用して講座を受けた
いが、自己負担が大きいため会社から補助があるとありがたい、という声が出ていた。そこで
職務に関連する講座であれば費用の全額を補助する制度を創設した。

介護事業E

助成額所要経費

●労働者が自主的に受講した訓練費用のうち、２分の１以上を負担する事業主に対する助成。

従業員の自発的な能力開発を支援！

人への投資コース（自発的職業能力開発訓練）の主な特徴

●就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定めて、その制度に基づき経費を実際に負
担した場合に助成（既に制度を導入し適用したことがあっても対象）。

●賃金助成はなし。

●R4.12から経費助成率が15％アップし、45％に（企業規模は問わない）。
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具体的な活用事例⑥ 人への投資促進コース（長期教育訓練休暇＆自発的職業能力開発訓練）

・入学金・授業料
（1,352,000円 事業主負担676,000円）

・長期教育訓練休暇（有給）を150日取得
1,200,000円（日給8,000円と仮定）

所要経費 1,876,000円

【長期教育訓練休暇】
・制度導入経費助成 200,000円
・休暇取得（150日）

賃金助成 6,000円×150日＝900,000円
【自発的職業能力開発訓練】

・経費助成 676,000円×45％＝304,200円

助成金総額 1,404,200円

従業員のG氏は「地域共生社会」実現のために高度な支援の実践力と研究力を身につけるため、
大学院で社会福祉原理論を学びたく、修士課程試験を受け合格。履修期間の２年間を長期教育
訓練休暇を利用し大学院に通いたいと上司に相談すると、入学金・授業料を半分負担してくれ
ることになった。

社会福祉協議会F

助成額所要経費

●自発的職業能力開発訓練と長期教育訓練休暇を組み合わせて利用することも可能。

従業員の自発的な能力開発を支援！

利用に当たってのポイント！
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具体的な活用事例⑦ 事業展開等リスキリング支援コース
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具体的な活用事例⑧ 事業展開等リスキリング支援コース（事業展開）

ECビジネス講座 650,000円
Off-JTの時間数（550時間）の賃金
550,000円（時給1,000円と仮定）

所要経費 1,200,000円

経費助成 650,000×１名×75%＝487,500円
賃金助成 960円×550時間＝528,000円

株式会社H（中小企業）

所要経費 助成額

新たな分野へ進出するためのリスキリング

これまでラーメン一筋で店舗を運営してきたが、コロナ禍により客足が落ちた。そこで、売上
げの回復と新たな顧客を開拓するため、新たにECサイトを開設して商品を販売することにした。

従業員全員、知識や経験もなかったが、1人意欲のある従業員がおり、一からECサイトの運営
ノウハウやサイト構築の手法を学んでもらった。

事業展開等リスキリング支援コースの主な特徴
● 以下の①、②のいずれかに該当する事業主が利用可能

① 事業展開（新たな分野への進出、業種転換、業態転換等）を６か月以内に実施したまたは３年
以内に実施する予定がある

② 事業展開は行わないがDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を推進する
● 事業展開やDX化、グリーン・カーボンニュートラル化に必要となる知識・技能を従業員に習得

させるための訓練で、10時間以上のOFF-JTであることが必要。
● 他のコースと異なり計画届提出時に「事業展開等実施計画」の提出が必要となる。
● 将来にわたる持続的な成長のため訓練を実施するものであり、解雇要件はない。

助成金総額 1,015,500円
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具体的な活用事例⑨ 事業展開等リスキリング支援コース（DX化）

介護事業DX化研修 800,000円（２名分）
Off-JTの時間数（100時間×２名）の賃金
200,000円（時給1,000円と仮定）

所要経費 1,000,000円

経費助成 800,000円（２名分）×75%＝600,000円
賃金助成 960円×100時間×２名＝192,000円

株式会社H（中小企業）

所要経費 助成額

介護分野でのDX化のためのリスキリング
これまで利用者のADLやケアプランなどを手書きで作成していたが、作業時間が膨大となるこ

とやすぐにデータが確認できないなどの弊害が大きかったことから、新システムを導入しペー
パーレス化を図ることにした。

また、夜間巡視が１日５時間もあり職員の負担が大きかったため、見守りセンサー付きカメラ
を導入することにした。

これら新システムを導入するためにはIT知識や経験を持つ人材が必要であったが、今いる職員
の中にはいなかった。

そこで、事業所内でDX化を推進するための担当者を募集したところ、新たな知識を習得するこ
とに意欲ある職員２名が手を挙げてくれたので訓練を実施することにした。

助成金総額 792,000円
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介護事業におけるDX化
●スマートフォン、PCを有効活用し、ペーパーレス化やデジタル化による業務効率の改善を図るこ

とで職員の負担が軽減し、職場定着率が向上していくことが期待できる。
●利用者の状況をいつでもどこでも共有できるので利用者へのサービス向上につながる。



具体的な活用事例⑩ 事業展開等リスキリング支援コース
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電子申請について
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電子申請の流れ
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GビズIDの取得

初回ログインとアカウント作成

代理先の設定

●ポータルにログインするためにGビズIDを取得します。

●ポータルにログインし、雇用保険適用事業所番号等の事業所情報を登録します。

●代理人等を利用する場合、助成金のコース単位に代理先を設定します。

※事業主のみ必要な操作です。

雇用関係助成金ポータル GビズID



助成金活用までの流れ

Step１ 事業内計画の作成等
■ 「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作成することが必要です。

Step２ 計画届の申請
■「訓練実施計画届」を作成し、訓練開始日から起算して１ヶ月前まで※に必要書類を都道府県

労働局に提出することが必要です。

※制度の導入

Step３ 訓練実施

■「自発的職業能力開発訓練」は計画届の提出前に、「教育訓練休暇等付与制度」の助成の場合は計画届の
提出後に、就業規則等に制度を定めることが必要となります。

■提出された計画届に基づき訓練を実施します。なお、計画を変更して訓練を実施する場合には、
あらかじめ「訓練実施計画変更届」を提出することが必要です。

Step４ 支給申請

※定額制訓練には計画届・支給申請の期限に例外があります。詳しくはリーフレット・パンフレットをご覧ください。

※詳細は次ページへ

１ヶ月前までに計画を提出！

計画に基づき訓練を実施！

（自発的職業能力開発訓練・教育訓練休暇等付与制度のみ）

終了後２ヶ月以内に支給申請！

事業内職業能力開発計画等を作成
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■訓練計画に記載されている訓練終了日の翌日から起算して２ヶ月以内※に、支給申請書と必要
書類を労働局へ提出してください。



事業内職業能力開発計画・職業能力開発推進者について①

職業能力開発促進法において、
事業主は、労働者の職業能力の開発及び向上が段階的に行われるよう、事業
内に「職業能力開発推進者」を選任すること、「事業内職業能力開発計画」
を策定することに努めなければならない
と定められています。

人材開発支援助成金は、法律で定められた努力義務を遵守している企業を積極
的に支援していく助成金のため、職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能
力開発計画の策定が必要となります。
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事業内職業能力開発計画・職業能力開発推進者について②

職業能力開発推進者とは？

●社内で職業能力開発の取組を推進するキーパーソンです。

●具体的には、
・事業内職業能力開発計画の作成・実施
・職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。

（推進者の選任に当たってのポイント）

●推進者は、事業内職業能力開発計画の作成・実施や労働者への適切な相談・指導が行えるよ
う、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選
任してください。（例：教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など）

●事業所ごとに１名以上の推進者を選任してください。

※ ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいな
い場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できます。また、複数の事業主が共同
して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます。

特別な資格が必要な訳ではありません。
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事業内職業能力開発計画・職業能力開発推進者について③

事業内職業能力開発計画とは？

●自社の人材育成の基本的な方針などが記載された計画のことです。

●決まった様式や記載内容の定めは特にありません。形ではなく、会社の独自性が分か
りやすく表現されていること、従業員に正しく伝えられるものであることが重要です。

① 次の基本項目を参考に作成してください。

● 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標

● 昇進昇格、人事考課等に関する事項

● 職務に必要な職業能力等に関する事項

● 教育訓練体系（図、表など）

② 労働組合（または労働者の代表）の意見を聞いて作成する。

（計画作成のポイント）

未作成の場合は、次ペー
ジの記載例を参考に作成
した上で、順次見直しな
がら計画内容を充実させ
ていくことをお勧めしま
す。
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事業内職業能力開発計画・職業能力開発推進者について④

まずは、その企業に合うものを記載例の中か
ら選んで作成してください。

将来的には、見直しを重ね、その企業に合っ
た「事業内職業能力開発計画」に充実させて
いくことが望まれます。

※１の記載例は、「人への投資促進コース」
や「事業展開等リスキリング支援コース」に
おけるDX化やデジタル人材の育成計画の例
となります。

※２の記載例は、有期実習型訓練を除く「人
材育成支援コース」を利用する際には必須の
記載事項となります。

事業内職業能力開発計画の記載例



人材開発支援助成金についての各種お問い合わせ先

人材開発支援助成金についてのお問い合わせ先は、

となります。

また、北海道労働局のHPでは「人への投資促進コース」や「事業展開等リスキリング支
援コース」についての情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください

北海道労働局雇用助成金さっぽろセンター６階 011-788-9070

人材開発支援助成金 北海道労働局 検索

（人への投資促進コース） （事業展開等リスキリング支援コース）


